
告 示
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�愛媛県告示第２６号
農地中間管理事業の推進に関する法律（平成２５年法律第１０１号）

第１８条第１項の規定に基づき、農地中間管理機構公益財団法人えひ

め農林漁業振興機構から農用地利用配分計画の認可申請があった。

当該農用地利用配分計画は、愛媛県農林水産部農政企画局農政課

農地・担い手対策室において告示の日から２週間公衆の縦覧に供す

る。

平成３１年１月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 農用地利用配分計画の概要

賃借権の設定等を受ける者 賃借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所 所在及び地番 面積（�）

株式会社
神野農園 愛媛県新居浜市 愛媛県新居浜市高田

一丁目３８４番１ １，０７４

株式会社
百姓屋．藤田 愛媛県新居浜市

愛媛県新居浜市松神
子三丁目５５番１ほか
８筆

８，６２５

孝 野 覚 也 愛媛県南宇和郡愛南
町

愛媛県南宇和郡愛南
町僧都１４３６番１ほか
３筆

５，９５７

奥 嶋 嘉 治 愛媛県松山市 愛媛県松山市門田町
７２２番３ ２，７２３

農事組合法人
いのべにし 愛媛県西予市 愛媛県西予市宇和町

伊延西９４番ほか２筆 １，４１６

２ 申請年月日

平成３１年１月７日

�������
�愛媛県告示第２７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８８条第１項の規定により、

八幡浜市真網代、穴井地域に係る県営土地改良事業計画を変更した

ので、同条第６項において準用する同法第８７条第５項の規定により、

�愛媛県告示第２５号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

平成３１年１月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県

� 目 次 �
告 示

○ 指定自立支援医療機関の指定…………………………………………………………………………………………………………………………（健康増進課）……３７

○ 農用地利用配分計画の認可申請……………………………………………………………………………………………………（農政課農地・担い手対策室）……３７

○ 県営土地改良事業の事業変更計画書の縦覧（３件）………………………………………………………………………………………………（農地整備課）……３７

○ 公聴会の開催……………………………………………………………………………………………………………………………………………（都市計画課）……３８

○ 住宅確保要配慮者居住支援法人の指定………………………………………………………………………………………………………………（建築住宅課）……３８

○ 土地改良区役員の就退任の届出…………………………………………………………………………………………………………（東予地方局農村整備課）……３８

○ 瀬戸内海環境保全特別措置法第５条による特定施設の設置の許可申請の概要…………………………………………（東予地方局今治支局環境保全課）……３９

○ 道路の区域変更（県道串中山線）……………………………………………………………………………………………………………（中予地方局管理課）……４３

○ 道路の供用開始（ 〃 ）……………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）……４３

○ 建設業者の許可の取消し………………………………………………………………………………………………………………………（南予地方局管理課）……４３
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公 告

○ 平成３１年度及び平成３２年度において県が発注する森林整備工事に係る一般競争入札、指名競争入札又は随意契約の見積りに参加する者に必要な

資格並びにその審査の申請の時期及び方法等………………………………………………………………………………………………………（森林整備課）……４３

県議会告示

○ 愛媛県議会図書室図書利用規程の一部改正…………………………………………………………………………………………………………（議会事務局）……４７

名 称 所 在 地 開設者の氏名又は名称 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

ププレひまわり薬局松木店 新居浜市松木町４番１５号 株式会社ププレひまわり 精神通院医療（薬
局）

平成３１年
１月１日

毎週（火・金）曜日発行 第３０４４号 平成３１年１月１８日
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次のとおり土地改良事業変更計画書の写しを縦覧に供する。

平成３１年１月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（農地保全事業・真穴地区）変更計画書の写

し

２ 縦覧期間

平成３１年１月２１日から２月１８日まで

３ 縦覧場所

八幡浜市役所八幡浜庁舎

�������
�愛媛県告示第２８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８８条第１項の規定により、

八幡浜市真網代、穴井、川上町上泊地域に係る県営土地改良事業計

画を変更したので、同条第６項において準用する同法第８７条第５項

の規定により、次のとおり土地改良事業変更計画書の写しを縦覧に

供する。

平成３１年１月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（農業用道路整備事業・真穴地区）変更計画

書の写し

２ 縦覧期間

平成３１年１月２１日から２月１８日まで

３ 縦覧場所

八幡浜市役所八幡浜庁舎

�������
�愛媛県告示第２９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８８条第１項の規定により、

内子町五百木地域に係る県営土地改良事業計画を変更したので、同

条第６項において準用する同法第８７条第５項の規定により、次のと

おり土地改良事業変更計画書の写しを縦覧に供する。

平成３１年１月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ほ場整備事業・内子地区）変更計画書の写

し

２ 縦覧期間

平成３１年１月２１日から２月１８日まで

３ 縦覧場所

内子町役場内子分庁

�������
�愛媛県告示第３０号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１６条及び愛媛県都市計画

公聴会規則（昭和４５年愛媛県規則第１号）第２条の規定により、次

のとおり公聴会を開催する。

平成３１年１月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 日時 平成３１年２月４日（月）１９時から

２ 場所 宇和島市役所８階８０１会議室

３ 公聴会の案件及びその概要

� 案件

宇和島都市計画臨港地区の変更案について

� 案件の概要

臨港地区は、港湾の管理運営を円滑に行うために定めるもの

であり、臨港道路の整備に伴い必要となる交通機能用地の確保

等を行う港湾計画の変更との整合を図るため、臨港地区の区域

の一部を変更するものである。

４ 公述の申出等

� 公述の申出

公聴会に出席して意見を述べようとする者（当該都市計画区

域内に在住の人ならびに利害関係者に限る）は、意見の要旨及

びその理由並びに住所氏名を記載した書面を知事に提出するこ

と。

� 申出の期限

平成３１年１月３０日（水）まで

なお、申出の期限までに公述の申出がない場合は、公聴会の

開催を中止する。

� 問合せ先

〒７９０―８５７０ 愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県土木部道路都市局都市計画課都市計画グループ

（電話 ０８９－９１２－２７３８）

�������
�愛媛県告示第３１号
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律

（平成１９年法律第１１２号）第４０条の規定により、次のとおり住宅確

保要配慮者居住支援法人を指定した。

平成３１年１月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 名称及び住所

ＮＰＯ法人ささえる

愛媛県松山市中野町１７７番地４

２ 支援業務を行う事務所の所在地

愛媛県松山市中野町１７７番地４

３ 指定年月日

平成３１年１月１０日

�������
�愛媛県告示第３２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

西条市楠河土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

平成３１年１月１８日

愛媛県東予地方局長 � 橋 正 浩

就 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 江 原 二 郎 西条市河原津甲２３８番地２９

〃 莖 田 洋 二 西条市河原津甲９４０番地１

〃 森 川 實 西条市楠甲１６９９番地２

〃 三 宅 哲 明 西条市河原津甲５４１番地２

〃 丹 下 光 兼 西条市楠甲８８番地

〃 武 田 省 二 西条市河原津甲４７６番地１

〃 武 田 泰 志 西条市楠甲１４１７番地３

〃 渡 邉 孝 雄 西条市楠甲１４８５番地２

愛 媛 県 報平成３１年１月１８日 第３０４４号
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退 任

�������
�愛媛県告示第３３号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県今治保健所及び

今治市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成３１年１月１８日

愛媛県今治保健所長 冨 田 直 明

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

大和染工株式会社

今治市衣干町４丁目２－２５

代表取締役 青野 茂則

２ 事業場の名称及び所在地

大和染工株式会社

今治市衣干町４丁目２－２５

３ 特定施設に関する事項

� ５０キログラム染色機（�６７）

� １００キログラム染色機（�６８、６９）

〃 村 上 繁 敏 西条市楠甲４５３番地２

〃 原 譲 二 西条市楠乙４５４番地２２

〃 渡 辺 泉 西条市河原津甲１９６番地

〃 日 浅 公 之 西条市楠甲４７６番地１

〃 村 上 康 � 西条市楠甲１９６番地４

監 事 阿 部 勝 房 西条市河原津甲５０４番地１

〃 松 木 時 政 西条市河原津甲８６番地５

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 村 上 繁 敏 西条市楠甲４５３番地２

〃 江 原 二 郎 西条市河原津甲２３８番地２９

〃 森 川 實 西条市楠甲１６９９番地２

〃 三 宅 哲 明 西条市河原津甲５４１番地２

〃 松 木 時 政 西条市河原津甲８６番地５

〃 丹 下 光 兼 西条市楠甲８８番地

〃 玉 置 � 志 西条市楠甲７９０番地

〃 武 田 省 二 西条市河原津甲４７６番地１

〃 阿 部 勝 房 西条市河原津甲５０４番地１

〃 武 田 泰 志 西条市楠甲１４１７番地３

〃 渡 邉 孝 雄 西条市楠甲１４８５番地２

〃 青 野 伊佐美 西条市楠甲４５３番地８

〃 原 譲 二 西条市楠乙４５４番地２２

監 事 大 岩 賢 兒 西条市河原津甲２２１番地

〃 莖 田 洋 二 西条市河原津甲９４０番地１

特定施設の使用時間間隔 断続使用（１日３回）

特定施設の１日当たりの使用
時間 ８時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 変動なし

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．８～９．０

最大 ９．０～１２．０

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２２０

最大 ７６０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １６０

最大 ６４０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １１０

最大 ３００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 ３０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２．１

最大 ４．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２８．９

最大 ３３．９

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号。以下「政令」という。）別表第
１第１９号ト 染色施設

特 定 施 設 の 能 力 １回当たり５０キログラム処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後２ヶ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第１９号ト 染色施設

特 定 施 設 の 能 力 １回当たり１００キログラム処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後２ヶ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 断続使用（１日３回）

特定施設の１日当たりの使用
時間 ８時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 変動なし

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．８～９．０

最大 ９．０～１２．０

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２２０

最大 ７６０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １６０

最大 ６４０

愛 媛 県 報平成３１年１月１８日 第３０４４号
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� ２５０キログラム染色機（�７０）

� ２５０キログラム染色機（�７１）

� ２５０キログラム染色機（�７２）

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １１０

最大 ３００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 ３０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２．１

最大 ４．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ５７．３

最大 ６７．１

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第１９号ト 染色施設

特 定 施 設 の 能 力 １回当たり２５０キログラム処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後２ヶ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 断続使用（１日３回）

特定施設の１日当たりの使用
時間 ８時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 変動なし

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．８～９．０

最大 ９．０～１２．０

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２２０

最大 ７６０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １６０

最大 ６４０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １１０

最大 ３００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 ３０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２．１

最大 ４．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １４３．３

最大 １６８．０

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後２ヶ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 断続使用（１日４回）

特定施設の１日当たりの使用
時間 ８時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 変動なし

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．８～９．０

最大 ９．０～１２．０

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２２０

最大 ７６０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １６０

最大 ６４０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １１０

最大 ３００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 ３０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２．１

最大 ４．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １４３．３

最大 １６８．０

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第１９号ト 染色施設

特 定 施 設 の 能 力 １回当たり２５０キログラム処理

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第１９号ト 染色施設

特 定 施 設 の 能 力 １回当たり２５０キログラム処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後２ヶ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 断続使用（１日４回）

特定施設の１日当たりの使用
時間 ８時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 変動なし

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．８～９．０

最大 ９．０～１２．０

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２２０

最大 ７６０
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４ 汚水等の処理施設に関する事項

� �１排水処理施設

� オゾン接触反応槽（�１）

� オゾン接触反応槽（�２）

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １６０

最大 ６４０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １１０

最大 ３００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 ３０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２．１

最大 ４．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １９１．９

最大 ２２４．９

設 置 年 月 日 昭和５６年８月２５日

処 理 施 設 の 種 類 活性汚泥処理

処 理 施 設 の 型 式 活性汚泥処理

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦１０メートル 横８０メートル
高さ５．４５メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり４，５００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 活性汚泥処理（曝気槽＋沈殿槽）＋水素
イオン濃度調整

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 変動なし

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ９．０～１０．０

最大 ９．０～１１．０

通常 ６．０～８．０

最大 ５．８～８．６

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２１５

最大 ２４９

通常 ２２

最大 ２５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １６６

最大 １８５

通常 ４２

最大 ４６

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ９９

最大 １０７

通常 ２０

最大 ２１

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ８．９

最大 １１

通常 ５．８

最大 ７．１

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２．０

最大 ２．２

通常 １．９

最大 ２．１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常４，０００

最大４，５００

通常４，０００

最大４，５００

設 置 年 月 日 平成２０年８月２７日

処 理 施 設 の 種 類 オゾン発生機 ＧＲ－ＲＧ２７

処 理 施 設 の 型 式 オゾン発生機 ＧＲ－ＲＧ２７

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦 ５メートル 横１０メートル
高さ ４メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり３１７立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 オゾン処理

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 変動なし

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ９．０～１２．０

最大 ９．０～１２．０

通常 ９．０～１２．０

最大 ９．０～１２．０

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ７６９

最大 ８６０

通常 ６９２

最大 ７７４

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ６８８

最大 ８１０

通常 ６５４

最大 ７７０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３０２

最大 ３３０

通常 ２４２

最大 ２６４

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３０

最大 ３５

通常 ２７

最大 ３２

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３．６

最大 ７．０

通常 ３．２

最大 ６．３

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２８１．７

最大 ３１６．５

通常 ２８１．７

最大 ３１６．５

設 置 年 月 日 平成２０年８月２７日

処 理 施 設 の 種 類 廃オゾン水再利用
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� オゾン接触反応器

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

処 理 施 設 の 型 式 廃オゾン水再利用

処 理 施 設 の 構 造 ＳＵＳ製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 直径 ３メートル 高さ ４メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり２８１立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 オゾン処理

処理施設の使用時間間隔 間 歇

処理施設の１日当たりの使用
時間 １．５時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 変動なし

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ９．０～１０．０

最大 ９．０～１１．０

通常 ９．０～１０．０

最大 ９．０～１１．０

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２３２

最大 ２６８

通常 １８５

最大 ２１５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １７３

最大 １９４

通常 １３９

最大 １５５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １１２

最大 １２１

通常 ８４

最大 ９１

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ９．３

最大 １２

通常 ６．５

最大 ８．１

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２．１

最大 ２．３

通常 １．７

最大 １．８

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２５０

最大 ２８１

通常 ２５０

最大 ２８１

処理施設の１日当たりの使用
時間 １３．５時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 変動なし

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～８．０

最大 ５．８～８．６

通常 ６．０～８．０

最大 ５．８～８．６

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２２

最大 ２５

通常 ２１

最大 ２４

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ４２

最大 ４６

通常 ４１

最大 ４５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ２１

通常 １８

最大 ２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５．８

最大 ７．１

通常 ５．０

最大 ６．１

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．９

最大 ２．１

通常 １．７

最大 １．９

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２，２５０

最大 ２，５３１

通常 ２，２５０

最大 ２，５３１

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．０～８．０

最大 ５．８～８．６

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２１

最大 ２４

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ４１

最大 ４６

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １９

最大 ２１

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５．３

最大 ６．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．８

最大 ２．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ４，０００

最大 ４，５００

備考 この他に雨水排水口が１か所ある。

設 置 年 月 日 平成２０年８月２７日

処 理 施 設 の 種 類 廃オゾンガス再利用

処 理 施 設 の 型 式 廃オゾンガス再利用

処 理 施 設 の 構 造 ＳＵＳ製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦２．７メートル 横０．７メートル
高さ０．５メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり２，５３１立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 オゾン処理

処理施設の使用時間間隔 間 歇
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公 告

�公 告

平成３１年度及び平成３２年度において県が発注する森林整備工事

（造林及び保育並びにこれらに附帯する工事をいう。以下同じ。）

に係る一般競争入札、指名競争入札又は随意契約の見積り（以下

「競争入札等」という。）に参加する者に必要な資格（以下「資格」

という。）並びにその審査の申請（以下「申請」という。）の時期

及び方法等を、次のとおり定めた。

平成３１年１月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 森林整備工事に係る競争入札等に参加することができない者

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１

項各号のいずれかに該当する者

� 地方自治法施行令第１６７条の４第２項（同令第１６７条の１１第１

項において準用する場合を含む。）の規定により県の入札に参

�愛媛県告示第３４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３１年１月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３１年１月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３６号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成３１年１月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局八幡浜土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３１年１月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 串中山線
伊予市中山町中山巳１３３番１地先から

同町中山巳１２９番地先まで

旧 ７．２～８．２ ０．０１１

新 ７．２～８．４ ０．０１１

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 串中山線
伊予市中山町中山巳１３３番１地先から

同町中山巳１２９番地先まで
平成３１年１月１８日

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（特－２７）第０００５２６号 平成２７年
５月６日 ㈱ブリッジカンパニー 橋本 隆 喜多郡内子町城廻９９１－

１
平成３０年
１２月２５日 建築工事業 建設業の廃業

（一部）

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 長浜保内線
八幡浜市日土町６番耕地６６３－３地先から

同町７番耕地６６４－９まで
平成３１年１月１８日
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加させないこととされている者

２ 資格

� 競争入札等に参加することができる者は、森林整備工事に係

る競争入札等の参加者の資格及び資格審査に関する要綱（平成

１５年５月愛媛県告示第１２５０号）第４条第２項の規定により森林

整備工事競争入札等参加者名簿に登録された者とする。

� �の規定にかかわらず、資格審査を申請する日前２年間にお
いて、振り出した手形又は小切手が不渡りとなり、銀行当座取

引を停止されている者は、資格を有しないものとする。

３ 申請の時期

平成３１年１月２１日（月）から２月２１日（木）までの執務時間中

（午前８時３０分から午後５時１５分まで）とする。

なお、その後も、随時申請を受け付けるが、この場合には、競

争入札等に間に合わないことがある。

４ 申請書類の請求先、提出先及び提出方法並びに資格の審査結果

の通知

� 請求先

愛媛県農林水産部森林局森林整備課

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話（０８９）９１２―２６００

� 提出先及び提出方法

別表の提出先に持参して提出するものとする。

� 申請をした者には、資格の審査結果を競争入札等参加資格審

査結果通知書（別記様式）により通知する。

５ 資格の効力

資格は、平成３１年度及び平成３２年度の森林整備工事に係る競争

入札等について効力を有する。

６ 平成３３年度及び平成３４年度の資格審査

平成３３年度及び平成３４年度の森林整備工事に係る競争入札等に

参加する者の資格については、平成３２年１２月に公示を行う予定で

あるので、当該公示に基づき申請書類を提出すること。

７ 問合せ先

愛媛県農林水産部森林局森林整備課治山係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話（０８９）９１２―２６００
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別表（４関係）

申 請 書 類 の 提 出 先 申 請 者 の 所 在 地

愛媛県東予地方局産業経済部森林林業課
〒７９１－０５０８
西条市丹原町池田１６１１番地
電話番号 ０８９８－６８－７４３８

新居浜市、西条市及び四国中
央市

愛媛県東予地方局産業経済部今治支局森林林業課
〒７９４－８５０２
今治市旭町一丁目４番地９
電話番号 ０８９８－２５－９３１９

今治市及び越智郡

愛媛県中予地方局産業経済部森林林業課
〒７９０－８５０２
松山市北持田１３２番地
電話番号 ０８９－９０９－８７６７

松山市、伊予市、東温市及び
伊予郡

愛媛県中予地方局産業経済部�万高原森林林業課
〒７９１－１２０１
上浮穴郡�万高原町�万５７１番地の１
電話番号 ０８９２－２１－１２６５

上浮穴郡

愛媛県南予地方局産業経済部八幡浜支局森林林業課
〒７９６－００４８
八幡浜市北浜一丁目３番３７号
電話番号 ０８９４－２２－２０３１

八幡浜市、大洲市、西予市、
喜多郡及び西宇和郡

愛媛県南予地方局産業経済部森林林業課
〒７９８－８５１１
宇和島市天神町７番１号
電話番号 ０８９５－２２－３１６３

宇和島市、北宇和郡及び南宇
和郡
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別記様式（４関係） 競争入札等参加資格審査結果通知書
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県議会告示

�愛媛県議会告示第１号
愛媛県議会図書室図書利用規程（昭和５２年７月愛媛県議会告示第１号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

平成３１年１月１８日

愛媛県議会議長 鈴 木 俊 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（貸出し）

第６条 省略

２ 図書の貸出しは、１人１回５冊以内とし、その期間は、貸出日

の翌日から起算して２１日以内とする。ただし、特に必要があると

認めた場合は、この限りでない。

３ 省略

４ 図書の貸出しを受けた者は、貸出期間内であつても、室長が緊

急の必要により当該図書の返却を求めたときは、直ちに当該図書

を返却しなければならない。

（貸出し）

第６条 省略

２ 図書の貸出しは、１人１回２冊以内とし、その期間は、貸出日

を含めて７日 以内とする。ただし、特に必要があると

認めた場合は、この限りでない。

３ 省略

平成３１年１月１８日 発行
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